
 令和６年２月２２日提出 

 令和６年３月那須塩原市議会 

 定例会議議案 

 那須塩原市 



 令和６年  ３ 月那須塩原市議会 定例会議  付議事件 

 議 案 番 号  件　　　　名  主　管 

 同意第　１号  那須塩原市教育委員会委員の任命について  総務部 

 同意第　２号  人権擁護委員の候補者の推薦について  企画部 

 議案第　１号  令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）  総務部 

 議案第　２号  令和５年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）  保健福祉部 

 議案第　３号  令和５年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）  保健福祉部 

 議案第　４号  令和５年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第４号）  保健福祉部 

 議案第　５号  令和５年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第３号）  塩原支所 

 議案第　６号  令和５年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第３号）  上下水道部 

 議案第　７号  令和５年度那須塩原市下水道事業会計補正予算（第３号）  上下水道部 

 議案第　８号  令和６年度那須塩原市一般会計予算  総務部 

 議案第　９号  令和６年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算  保健福祉部 

 議案第１０号  令和６年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算  保健福祉部 

 議案第１１号  令和６年度那須塩原市介護保険特別会計予算  保健福祉部 

 議案第１２号  令和６年度那須塩原市温泉事業特別会計予算  塩原支所 

 議案第１３号  令和６年度那須塩原市墓地事業特別会計予算  市民生活部 

 議案第１４号  令和６年度那須塩原市水道事業会計予算  上下水道部 

 議案第１５号  令和６年度那須塩原市下水道事業会計予算  上下水道部 

 議案第１６号  那須塩原市学校施設整備基金条例の制定について  教育部 

 議案第１７号  那須塩原市社会福祉施設入所等措置負担金徴収条例の制定について  保健福祉部 

 議案第１８号  那須塩原市公告式条例の一部改正について  総務部 

 議案第１９号  那須塩原市監査委員に関する条例の一部改正について  監査委員事務局 

 議案第２０号  那須塩原市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正につ 

 いて 

 総務部 

 議案第２１号  那須塩原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に 

 ついて 

 総務部 

 議案第２２号  那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正につ 

 いて 

 総務部 

 議案第２３号  那須塩原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  総務部 

 議案第２４号  那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

 例の一部改正について 

 教育部 

 議案第２５号  那須塩原市特別職報酬等審議会条例等の一部改正について  総務部 

 議案第２６号  那須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について  総務部 

 議案第２７号  那須塩原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改 

 正について 

 総務部 

 議案第２８号  那須塩原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について  総務部 

 議案第２９号  那須塩原市国民健康保険税条例の一部改正について  総務部 

 議案第３０号  那須塩原市手数料条例の一部改正について  建設部 

 議案第３１号  那須塩原市介護保険財政調整基金条例の一部改正について  保健福祉部 

 議案第３２号  那須塩原市敬老祝い金条例の一部改正について  保健福祉部 

 議案第３３号  那須塩原市介護保険条例の一部改正について  保健福祉部 



 議案第３４号  那須塩原市青木ふるさと物産センター条例の一部を改正する条例の一部 

 改正について 

 産業観光部 

 議案第３５号  那須塩原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につ 

 いて 

 上下水道部 

 議案第３６号  那須塩原市水道事業給水条例の一部改正について  上下水道部 

 議案第３７号  那須塩原市産業団地造成事業特別会計条例の廃止について  産業観光部 

 議案第３８号  那須塩原市箒川沿岸運動広場条例の廃止について  産業観光部 

 議案第３９号  那須塩原市塩原温泉華の湯条例の廃止について  塩原支所 

 議案第４０号  契約の締結について  建設部 

 議案第４１号  財産の取得について  教育部 

 議案第４２号  財産の取得について  教育部 

 議案第４３号  第４期那須塩原市障害者計画・第７期那須塩原市障害福祉計画・第３期 

 那須塩原市障害児福祉計画について 

 保健福祉部 

 議案第４４号  第９期那須塩原市高齢者福祉計画について  保健福祉部 

 議案第４５号  大田原市火葬場の使用に関する協定の締結について  市民生活部 

 議案第４６号  大沼地域における自然再生推進に関する協定の締結について  塩原支所 

 報告第　１号  専決処分の報告について〔契約の変更〕  教育部 



 同意　第１号 

 那須塩原市教育委員会委員の任命について 

 次の者を那須塩原市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び 

 運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会 

 の同意を求める。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 住　　所　　那須塩原市大原間２６４番地７ 

 氏　　名　　田村　伸之 

 生年月日　　昭和４１年　６月２７日 

 住　　所　　那須塩原市高林４５４番地 

 氏　　名　　君島　知美 

 生年月日　　昭和５３年　６月２４日 
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 同意　第２号 

 人権擁護委員の候補者の推薦について 

 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律 

 第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 住　　所　　那須塩原市黒磯２８９番地１ 

 氏　　名　　福田　一郎 

 生年月日　　昭和２７年１０月１５日 
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 議案　第１号 

 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を別冊のとおり提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第２号 

 令和５年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 令和５年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり 

 提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第３号 

 令和５年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

 令和５年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）を別冊のとお 

 り提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第４号 

 令和５年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 令和５年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出 

 する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第５号 

 令和５年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第３号） 

 令和５年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出 

 する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第６号 

 令和５年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第３号） 

 　令和５年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出す 

 る。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第７号 

 令和５年度那須塩原市下水道事業会計補正予算（第３号） 

 　令和５年度那須塩原市下水道事業会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出す 

 る。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第８号 

 令和６年度那須塩原市一般会計予算 

 令和６年度那須塩原市一般会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第９号 

 令和６年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

 令和６年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第１０号 

 令和６年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算 

 令和６年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第１１号 

 令和６年度那須塩原市介護保険特別会計予算 

 令和６年度那須塩原市介護保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第１２号 

 令和６年度那須塩原市温泉事業特別会計予算 

 令和６年度那須塩原市温泉事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第１３号 

 令和６年度那須塩原市墓地事業特別会計予算 

 令和６年度那須塩原市墓地事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第１４号 

 令和６年度那須塩原市水道事業会計予算 

 　令和６年度那須塩原市水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第１５号 

 令和６年度那須塩原市下水道事業会計予算 

 　令和６年度那須塩原市下水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第１６号 

 那須塩原市学校施設整備基金条例の制定について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市学校施設整備基金条例 

 （設置） 

 第１条　本市が設置する学校施設の整備に要する経費の財源を確保するため、那須 

 塩原市学校施設整備基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

 第２条　基金として積み立てる額は、寄附金及び一般会計歳入歳出予算（以下「予 

 算」という。）で定める額とする。 

 （管理） 

 第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に 

 より保管しなければならない。 

 ２　基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えること 

 ができる。 

 （運用益金の処理） 

 第４条　基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとす 

 る。 

 （繰替運用） 

 第５条　市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及 

 び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ 
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 る。 

 （処分） 

 第６条　基金は、学校施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の 

 定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。 

 （委任） 

 第７条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第１７号 

 那須塩原市社会福祉施設入所等措置負担金徴収条例の制定について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市社会福祉施設入所等措置負担金徴収条例 

 （趣旨） 

 第１条　この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条第２項、 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第３８条第１項、老人福祉法 

 （昭和３８年法律第１３３号）第２８条第１項及び知的障害者福祉法（昭和３５ 

 年法律第３７号）第２７条第１項の規定に基づき、市長が被措置者又はその扶養 

 義務者（民法（明治２９年法律第８９号）に定める扶養義務者をいう。以下同 

 じ。）に負担させる費用（以下「負担金」という。）の徴収に関し必要な事項を 

 定めるものとする。 

 （負担金の徴収） 

 第２条　市長は、次に掲げる負担金について規則で定めるところにより負担金の額 

 を決定し、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。 

 ⑴　児童福祉措置費負担金 

 ア　児童福祉法第２２条第１項の規定による妊産婦の助産施設への入所又は入 

 所委託の実施に要する費用 

 イ　児童福祉法第２３条第１項本文の規定による保護者及び児童の母子生活支 

 援施設への入所又は入所委託の実施に要する費用 

 ウ　児童福祉法第２４条第５項の規定による児童の保育所若しくは幼保連携型 
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 認定こども園への入所又は入所委託の実施に要する費用 

 エ　児童福祉法第２４条第６項の規定による児童の保育所若しくは幼保連携型 

 認定こども園への入所若しくは入所委託の措置に要する費用又は児童に対す 

 る家庭的保育事業等による保育若しくは保育の委託の措置に要する費用 

 ⑵　身体障害者福祉措置費負担金　 

 ア　身体障害者福祉法第１８条第１項の規定による障害福祉サービスの提供又 

 は提供の委託に要する費用 

 イ　身体障害者福祉法第１８条第２項の規定による障害者支援施設等への入所 

 又は障害者支援施設等若しくは医療機関への入所若しくは入院の委託に要す 

 る費用 

 ⑶　老人福祉措置費負担金 

 ア　老人福祉法第１０条の４第１項第１号の規定による訪問介護、定期巡回・ 

 随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護若しくは第一号訪問事業の便 

 宜の供与又は便宜の供与の委託に要する費用 

 イ　老人福祉法第１０条の４第１項第２号の規定による通所介護、地域密着型 

 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護若しくは 

 第一号通所事業の便宜の供与又は便宜の供与の委託に要する費用 

 ウ　老人福祉法第１０条の４第１項第３号の規定による短期入所生活介護若し 

 くは介護予防短期入所生活介護への短期入所若しくは養護又は短期入所若し 

 くは養護の委託に要する費用 

 エ　老人福祉法第１０条の４第１項第４号の規定による小規模多機能型居宅介 

 護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護の便宜及び機能訓練の供与又は 

 便宜及び機能訓練の供与の委託に要する費用 

 オ　老人福祉法第１０条の４第１項第５号の規定による認知症対応型共同生活 

 介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護の入浴、排せつ、食事等の 

 介護その他の日常生活上の援助又は入浴、排せつ、食事等の介護その他の日 

 常生活上の援助の委託に要する費用 

 カ　老人福祉法第１０条の４第１項第６号の規定による複合型サービスの提供 

 又は提供の委託に要する費用 

 キ　老人福祉法第１１条第１項の規定による老人ホームへの入所若しくは入所 
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 委託の措置又は養護受託者への委託に要する費用 

 ク　老人福祉法第１１条第２項の規定による葬祭又は葬祭の委託に要する費用 

 ⑷　知的障害者福祉措置費負担金　 

 ア　知的障害者福祉法第１５条の４の規定による障害福祉サービスの提供又は 

 提供の委託に要する費用 

 イ　知的障害者福祉法第１６条第１項第２号の規定による障害者支援施設等へ 

 の入所又は入所委託に要する費用 

 ⑸　障害児福祉措置費負担金　児童福祉法第２１条の６の規定による障害児通所 

 支援若しくは障害福祉サービスの提供又は提供の委託に要する費用 

 （負担金の納入期限） 

 第３条　負担金の納入期限は、毎月末日とする。ただし、月の途中において負担金 

 の原因となる措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。 

 （負担金の減免） 

 第４条　市長は、災害、失業、盗難、疾病又はその他やむを得ない事情により、負 

 担金を納入することが困難であると認めるときは、負担金を減額し、又は免除す 

 ることができる。 

 （委任） 

 第５条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則 

 で定める。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第１８号 

 那須塩原市公告式条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市公告式条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市公告式条例（平成１７年那須塩原市条例第３号）の一部を次のように 

 改正する。 

 別表中「塩原支所箒根出張所」を「箒根出張所」に改める。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第１９号 

 那須塩原市監査委員に関する条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市監査委員に関する条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市監査委員に関する条例（平成１７年那須塩原市条例第２７号）の一部 

 を次のように改正する。 

 第３条中「第２４３条の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

24



 議案　第２０号 

 那須塩原市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条 

 例 

 那須塩原市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和３年那須塩原市条 

 例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の７第１項」に、「第２ 

 ４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第２１号 

 那須塩原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正につい 

 て 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する 

 条例 

 那須塩原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成１７年那須塩原 

 市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第４項」の次に「並びに第２８条の２第１項」を加え、「及び休職」 

 を「、休職及び降給」に改める。 

 第５条を第８条とする。 

 第４条の２第１項中「公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交 

 通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員」 

 を「禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであ 

 り、かつ、その刑の執行を猶予された者」に改め、同条を第５条とし、同条の次に 

 次の２条を加える。 

 （降給の事由及び手続） 

 第６条　任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下 

 　位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合は、その意に反 

 　して、降給することができる。 

 ２　那須塩原市職員の給与に関する条例（平成１７年那須塩原市条例第５０号。以 
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 　下「給与条例」という。）附則第１２項の規定の適用を受ける職員には、市長が 

 　別に定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動となった旨の 

 　通知を行うものとする。 

 （降給の種類及び効果） 

 第７条　降給の種類及び効果は、次に掲げるとおりとする。 

 　⑴　降格　当該職員に適用する級（給与条例第３条の給料表の職務の級をいう。 

 　　以下この条において同じ。）を当該職員が現に受けている級の下位の級に変更 

 　　する。 

 　⑵　降号　当該職員に適用する給料表の号給を当該職員が現に受けている号給の 

 　　下位の号給に変更する。 

 　⑶　法第２８条の２第１項に規定する降給　法第２８条の２第１項の規定による 

 　　他の職への降任又は転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の 

 　　職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格す 

 　　る。 

 　⑷　給与条例附則第１２項の規定による降給　給与条例附則第１２項の規定の適 

 　　用を受ける職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日以後における最初 

 　　の４月１日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例第４ 

 　　条第２項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第３項、第５項及 

 　　び第６項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗 

 　　じて得た額とする。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第２２号 

 那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条 

 例 

 那須塩原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成１７年那須塩原市 

 条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の２０の項中「７月から９月まで」を「６月から１０月まで」に改め 

 る。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第２３号 

 那須塩原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年那須塩原市条例第３９ 

 号）の一部を次のように改正する。 

 　第７条第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第 

 １項に規定する会計年度任用職員を除く。）」を削る。 

 第８条中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加える。 

 　　附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第２４号 

 那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

 一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

 一部を改正する条例 

 第１条　那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

 　（平成１７年那須塩原市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

 　　別表学校医の項の次に次のように加える。 

 学校運営協議会委員  年額１６，０００円 

 第２条　那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

 　の一部を次のように改正する。 

 　　別表学校評議員の項を削る。 

 附　則 

 　この条例中第１条の規定は令和６年４月１日から、第２条の規定は令和８年４月 

 １日から施行する。 
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 議案　第２５号 

 那須塩原市特別職報酬等審議会条例等の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例 

 （那須塩原市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

 第１条　那須塩原市特別職報酬等審議会条例（平成１７年那須塩原市条例第４６ 

 号）の一部を次のように改正する。 

 第６条を削り、第７条を第６条とする。 

 （那須塩原市立小中学校等通学区域審議会条例の一部改正） 

 第２条　那須塩原市立小中学校等通学区域審議会条例（平成１７年那須塩原市条例 

 第９４号）の一部を次のように改正する。 

 第７条を削り、第８条を第７条とする。 

 （那須塩原市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正） 

 第３条　那須塩原市廃棄物減量等推進審議会条例（平成１７年那須塩原市条例第１ 

 ４５号）の一部を次のように改正する。 

 第７条を削り、第８条を第７条とする。 

 （那須塩原市商工振興協議会条例の一部改正） 

 第４条　那須塩原市商工振興協議会条例（平成１７年那須塩原市条例第１６７号） 

 の一部を次のように改正する。 

 第１０条を削り、第１１条を第１０条とする。 

 （那須塩原市都市計画審議会条例の一部改正） 
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 第５条　那須塩原市都市計画審議会条例（平成１７年那須塩原市条例第１８２号） 

 の一部を次のように改正する。 

 第６条を削り、第７条を第６条とする。 

 （那須塩原市総合計画審議会条例の一部改正） 

 第６条　那須塩原市総合計画審議会条例（平成１７年那須塩原市条例第２３１号） 

 の一部を次のように改正する。 

 第９条を削り、第１０条を第９条とする。 

 （那須塩原市上下水道事業審議会条例の一部改正） 

 第７条　那須塩原市上下水道事業審議会条例（平成１９年那須塩原市条例第２８ 

 号）の一部を次のように改正する。 

 第８条を削り、第９条を第８条とする。 

 （那須塩原市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正） 

 第８条　那須塩原市情報公開・個人情報保護審査会設置条例（平成２０年那須塩原 

 市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第４号中「法律施行条例」の次に「（令和４年那須塩原市条例第３７ 

 号）」を加える。 

 第１１条を削り、第１２条を第１１条とする。 

 第１３条中「第４条」を「第５条」に改め、同条を第１２条とする。 

 （那須塩原市スポーツ推進審議会条例の一部改正） 

 第９条　那須塩原市スポーツ推進審議会条例（平成２３年那須塩原市条例第１５ 

 号）の一部を次のように改正する。 

 第７条を削り、第８条を第７条とする。 

 （那須塩原市発達支援保育審査会条例の一部改正） 

 第１０条　那須塩原市発達支援保育審査会条例（平成２６年那須塩原市条例第２ 

 号）の一部を次のように改正する。 

 第８条を削り、第９条を第８条とする。 

 （那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会条例の一部改正） 

 第１１条　那須地域定住自立圏共生ビジョン懇談会条例（平成２６年那須塩原市条 

 例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 第８条を削り、第９条を第８条とする。 
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 （那須塩原市立保育園民営化に係る移管先候補者評価委員会条例の一部改正） 

 第１２条　那須塩原市立保育園民営化に係る移管先候補者評価委員会条例（平成２ 

 ６年那須塩原市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第６条を削り、第７条を第６条とする。 

 （那須塩原市老人ホーム入所判定委員会条例の一部改正） 

 第１３条　那須塩原市老人ホーム入所判定委員会条例（平成２６年那須塩原市条例 

 第５号）の一部を次のように改正する。 

 第８条を削り、第９条を第８条とする。 

 （那須塩原市地域活動支援センター利用判定委員会条例の一部改正） 

 第１４条　那須塩原市地域活動支援センター利用判定委員会条例（平成２６年那須 

 塩原市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第８条を削り、第９条を第８条とする。 

 （那須塩原市いじめ問題再調査委員会条例の一部改正） 

 第１５条　那須塩原市いじめ問題再調査委員会条例（平成２７年那須塩原市条例第 

 １６号）の一部を次のように改正する。 

 第９条を削り、第１０条を第９条とする。 

 （那須塩原市奨学生選考委員会条例の一部改正） 

 第１６条　那須塩原市奨学生選考委員会条例（平成２７年那須塩原市条例第３４ 

 号）の一部を次のように改正する。 

 第８条を削り、第９条を第８条とする。 

 （那須塩原市行政不服審査会条例の一部改正） 

 第１７条　那須塩原市行政不服審査会条例（平成２７年那須塩原市条例第４１号） 

 の一部を次のように改正する。 

 第６条を削り、第７条を第６条とし、第８条を第７条とする。 

 （那須塩原市空き家対策審議会条例の一部改正） 

 第１８条　那須塩原市空き家対策審議会条例（平成２８年那須塩原市条例第４号） 

 の一部を次のように改正する。 

 第９条を削り、第１０条を第９条とする。 

 （那須塩原市企業立地審議会条例の一部改正） 

 第１９条　那須塩原市企業立地審議会条例（平成２９年那須塩原市条例第３号）の 
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 一部を次のように改正する。 

 第９条を削り、第１０条を第９条とする。 

 （那須塩原市農業委員会委員候補者選考委員会条例の一部改正） 

 第２０条　那須塩原市農業委員会委員候補者選考委員会条例（平成２９年那須塩原 

 市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第８条を削り、第９条を第８条とする。 

 （那須塩原市いじめ問題対策委員会条例の一部改正） 

 第２１条　那須塩原市いじめ問題対策委員会条例（平成３０年那須塩原市条例第５ 

 号）の一部を次のように改正する。 

 第７条を削り、第８条を第７条とする。 

 （那須塩原市補助金等審査会条例の一部改正） 

 第２２条　那須塩原市補助金等審査会条例（平成３０年那須塩原市条例第３３号） 

 の一部を次のように改正する。 

 第７条を削り、第８条を第７条とする。 

 （那須塩原市行財政改革推進計画審議会条例の一部改正） 

 第２３条　那須塩原市行財政改革推進計画審議会条例（令和３年那須塩原市条例第 

 ３６号）の一部を次のように改正する。 

 第８条を削り、第９条を第８条とする。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第２６号 

 那須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市長等の給与及び旅費に関する条例（平成１７年那須塩原市条例第４７ 

 号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中「別表に定めるところ」を「那須塩原市職員等の旅費に関する条例（平 

 成１７年那須塩原市条例第５４号）の適用を受ける職員の例」に改める。 

 第６条の見出し中「給料等」を「給与」に改め、同条中「期末手当、通勤手当及 

 び旅費」を「通勤手当及び期末手当」に改める。 

 別表を削る。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第２７号 

 那須塩原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に 

 ついて 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

 する条例 

 　那須塩原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年那須塩 

 原市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 　第２条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

 　第１２条の次に次の１条を加える。 

 （第２号会計年度任用職員の勤勉手当） 

 第１２条の２　給与条例第１７条の４の規定は、任期の定めが６月以上の第２号会 

 計年度任用職員について準用する。 

 ２　前条第２項から第４項までの規定は、第２号会計年度任用職員の勤勉手当につ 

 いて準用する。 

 　第２２条の次に次の１条を加える。 

 （第１号会計年度任用職員の勤勉手当） 

 第２２条の２　給与条例第１７条の４の規定は、任期の定めが６月以上の第１号会 

 計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定め 

 るものを除く。）について準用する。この場合において、給与条例第１７条の４ 

 第３項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあ 
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 るのは、「それぞれその基準日（退職し、又は死亡した第１号会計年度任用職員 

 にあっては、退職し、又は死亡した日）現在において第１号会計年度任用職員が 

 受けるべき報酬額として規則で定めるところにより算定した額」と読み替えるも 

 のとする。 

 ２　第２２条第２項から第４項までの規定は、第１号会計年度任用職員の勤勉手当 

 について準用する。 

 　　　附　則 

 　この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第２８号 

 那須塩原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年那須塩原市条例第５２ 

 号）の一部を次のように改正する。 

 　第２条中「別表」を「次」に改め、同条に次の各号を加える。 

 ⑴　動産差押又は強制執行に従事した職員の特殊勤務手当　日額５００円 

 ⑵　感染症の予防若しくはまん延防止のための消毒作業又は感染症患者の療養指 

 導に従事した職員の特殊勤務手当　日額５００円 

 ⑶　行旅病人の収容作業に従事した職員の特殊勤務手当　日額５００円 

 ⑷　行旅死亡人の収容作業に従事した職員の特殊勤務手当　１回６，５００円 

 ⑸　不法投棄物の回収作業に従事した職員の特殊勤務手当　日額５００円 

 ⑹　高所深所での不安定な箇所での作業に従事した職員の特殊勤務手当　日額５ 

 ００円 

 ⑺　野犬猫、有害鳥獣等の捕獲又は死体処理に従事した職員の特殊勤務手当　日 

 額５００円 

 ⑻　警察官の立会を必要とする訪問、立入及び相談業務に従事した職員の特殊勤 

 務手当　日額５００円 

 ⑼　夜間における除雪、災害予防作業等に従事した職員の特殊勤務手当　日額５ 

 ００円 
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 ⑽　災害対策本部が設置された場合における災害現場の救護並びに復旧又は災害 

 応急対策のため職務に基づき本市以外の地方公共団体に派遣された場合におけ 

 る災害現場での支援に従事した職員の特殊勤務手当　国家公務員の例により市 

 長が別に定める額 

 　別表を削る。 

 　　附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第２９号 

 那須塩原市国民健康保険税条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市国民健康保険税条例（平成１７年那須塩原市条例第６６号）の一部を 

 次のように改正する。 

 第２条第３項及び第２３条第１項各号列記以外の部分中「２０万円」を「２２万 

 円」に改める。 

 第２３条第１項第２号中「２９万円」を「２９万５，０００円」に改め、同項第 

 ３号中「５３万５，０００円」を「５４万５，０００円」に改める。 

 第２３条第３項第１号中「（第１５条第１項に規定する国民健康保険税の賦課期 

 日後に納税義務が発生した者にあっては、第３条の規定により算定した所得割額を 

 納税義務が発生した日の属する月から、月割をもって算定して得た額の１箇月分に 

 相当する額）」を削り、同項第２号中「（第１５条第１項に規定する国民健康保険 

 税の賦課期日後に納税義務が発生した者にあっては、第４条の規定により算定した 

 被保険者均等割額を納税義務が発生した日の属する月から、月割をもって算定して 

 得た額の１箇月分に相当する額）」を削り、同項第３号中「（第１５条第１項に規 

 定する国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者にあっては、第６条の 

 規定により算定した所得割額を納税義務が発生した日の属する月から、月割をもっ 

 て算定して得た額の１箇月分に相当する額）」を削り、同項第４号中「（第１５条 

 第１項に規定する国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者にあって 
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 は、第７条の規定により算定した被保険者均等割額を納税義務が発生した日の属す 

 る月から、月割をもって算定して得た額の１箇月分に相当する額）」を削り、同項 

 第５号中「（第１５条第１項に規定する国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が 

 発生した者にあっては、第９条の規定により算定した所得割額を納税義務が発生し 

 た日の属する月から、月割をもって算定して得た額の１箇月分に相当する額）」を 

 削り、同項第６号中「（第１５条第１項に規定する国民健康保険税の賦課期日後に 

 納税義務が発生した者にあっては、第１０条の規定により算定した被保険者均等割 

 額を納税義務が発生した日の属する月から、月割をもって算定して得た額の１箇月 

 分に相当する額）」を削る。 

 附　則 

 （施行期日） 

 １　この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

 ２　この条例による改正後の那須塩原市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度 

 以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保 

 険税については、なお従前の例による。 
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 議案　第３０号 

 那須塩原市手数料条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市手数料条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市手数料条例（平成１７年那須塩原市条例第６７号）の一部を次のよう 

 に改正する。 

 別表第１申請手数料の部全体計画の変更の認定の項の次に次のように加える。 

 接道義務及び道路内建築制限の既存不適 

 格建築物に対する省エネ大規模修繕時に 

 係る認定 

 １件につき  ２７，０００ 

 別表第２低炭素建築物新築等計画の認定審査手数料の項、建築物エネルギー消費 

 性能適合性判定手数料の項、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定審査手数料 

 の項及び建築物エネルギー消費性能に係る認定審査手数料の項中「建築物のエネル 

 ギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関 

 する法律」に改める。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第３１号 

 那須塩原市介護保険財政調整基金条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市介護保険財政調整基金条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市介護保険財政調整基金条例（平成１７年那須塩原市条例第８２号）の 

 一部を次のように改正する。 

 第６条中「保険給付」の次に「及び地域支援事業」を加える。 

 　　附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第３２号 

 那須塩原市敬老祝い金条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市敬老祝い金条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市敬老祝い金条例（平成１７年那須塩原市条例第１３５号）の一部を次 

 のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「満８８歳（米寿）」の次に「又は満１００歳（上寿）」 

 を加え、「及び１００歳（上寿）以上の者」を削る。 

 第３条第１項第１号中「３０，０００円」を「１万円」に改め、同項第２号中 

 「以上」を削り、「５０，０００円」を「１０万円」に改める。 

 　　附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第３３号 

 那須塩原市介護保険条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市介護保険条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市介護保険条例（平成１７年那須塩原市条例第１４０号）の一部を次の 

 ように改正する。 

 第９条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま 

 で」に改め、同条第１号中「３２，４００円」を「３０，４００円」に改め、同条 

 第２号中「３８，８００円」を「３５，６００円」に改め、同条第３号中「４５， 

 ３００円」を「４２，４００円」に改め、同条第６号イ及び第７号イ中「又は第１ 

 １号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同条第８号イ中 

 「又は次号イ」を「、次号イ」に、「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２ 

 号イ又は第１３号イ」に改め、同条第９号ア中「４００万円未満」を「４２０万円 

 未満」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ又は第 

 １３号イ」に改め、同条第１０号中「１１３，４００円」を「１０６，９００円」 

 に、「４００万円以上６００万円未満」を「４２０万円以上５２０万円未満」に、 

 「又は次号イ」を「、次号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同条第１１号 

 中「１２９，６００円」を「１１３，４００円」に、「６００万円以上８００万円 

 未満」を「５２０万円以上６２０万円未満」に改め、「部分を除く。）」の次に 

 「、次号イ又は第１３号イ」を加え、同条中第１２号を第１４号とし、第１１号の 

 次に次の２号を加える。 
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 ⑿　次のいずれかに該当する者　１２３，１００円 

 ア　賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未 

 満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

 イ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ 

 る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第 

 １項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除 

 く。） 

 ⒀　次のいずれかに該当する者　１２９，６００円 

 ア　賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が７２０万円以上８００万円未 

 満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

 イ　要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ 

 る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第 

 １項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第３４条中「第１７条の１２」を「第６４条第１号ハ」に改める。 

 附　則 

 （施行期日） 

 １　この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （保険料に関する経過措置） 

 ２　この条例による改正後の那須塩原市介護保険条例（以下第３項から第５項まで 

 において「新条例」という。）第９条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険 

 料について適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例によ 

 る。 

 （令和６年度から令和８年度までにおける保険料率の特例） 

 ３　新条例第９条第１号に該当する者の令和６年度から令和８年度までにおける保 

 険料率は、同号の規定にかかわらず、１９，４００円とする。 

 ４　新条例第９条第２号に該当する者の令和６年度から令和８年度までにおける保 

 険料率は、同号の規定にかかわらず、２２，６００円とする。 

 ５　新条例第９条第３号に該当する者の令和６年度から令和８年度までにおける保 

 険料率は、同号の規定にかかわらず、４２，１００円とする。 
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 議案　第３４号 

 那須塩原市青木ふるさと物産センター条例の一部を改正する条例の一部改正 

 について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市青木ふるさと物産センター条例の一部を改正する条例の一部を改 

 正する条例 

 那須塩原市青木ふるさと物産センター条例の一部を改正する条例（令和５年那須 

 塩原市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条及び第１２条を削る改正規定を次のように改める。 

 第１１条及び第１２条を削り、第１０条を第１２条とし、第９条第１項中「第 

 ５条」を「第７条」に改め、同条を第１１条とする。 

 第８条を第１０条とし、第７条を第９条とし、第６条を第８条とし、第５条中 

 「第３条」を「第５条」に改め、同条を第７条とする。 

 第４条第２号中「き損し」を「毀損し」に改め、同条を第６条とする。 

 第３条を第５条とし、第２条の２を第４条とし、第２条の次に次の１条を加え 

 る。 

 （事業） 

 第３条　物産センターは、次に掲げる事業を行う。 

 ⑴　地域特産品の紹介に関すること。 

 ⑵　地域情報の発信に関すること。 

 ⑶　農畜産物及び特産品のブランディングに関すること。 
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 ⑷　農観商工連携事業に関すること。 

 ⑸　前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業に関す 

 ること。 

 第１３条第２項第１号を改め、同条を第１１条とし、第１４条を第１２条とする 

 改正規定を次のように改める。 

 第１３条第２項第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同項第５号と 

 し、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、同項第１号中「パン加工 

 販売施設、アイスクリーム加工販売施設、厨房・食堂、農産物販売施設、物産販 

 売施設及び自動販売機設置」を「マルシェ、乳製品製造室及びレストラン」に改 

 め、同号を同項第２号とし、同項に第１号として次のように加える。 

 ⑴　第３条第１号及び第２号に掲げる事業に関する業務 

 第１３条第４項中「第２条の２第２項、第３条、第４条、第５条、第８条及び 

 第９条」を「第４条、第５条、第６条、第７条、第１０条及び第１１条」に改 

 め、同項ただし書中「第２条の２第２項」を「第４条第２項」に改める。 

 別表第１及び別表第２の改正規定中「第２条の２」を「第４条」に、「第６条」 

 を「第８条」に改める。 

 附則第１項中「令和６年４月１日」を「規則で定める日」に改め、同項に次のた 

 だし書を加える。 

 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

 附則第２項中「この条例による改正後の那須塩原市青木ふるさと物産センター 

 条例第６条第１項」を「改正後条例第８条第１項」に改め、同項を附則第３項と 

 し、附則第１項の次に次の１項を加える。 

 （準備行為） 

 ２　この条例による改正後の青木ふるさと物産センター条例（以下「改正後条例」 

 という。）別表第１及び別表第２に掲げる施設の利用の許可等に関し必要な準備 

 行為は、この条例の施行の日前においても、することができる。 

 附　則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案　第３５号 

 那須塩原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条 

 例 

 那須塩原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年那須塩原市 

 条例第１９８号）の一部を次のように改正する。 

 第２１条各号中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第３６号 

 那須塩原市水道事業給水条例の一部改正について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 那須塩原市水道事業給水条例（平成１７年那須塩原市条例第１９９号）の一部を 

 次のように改正する。 

 第８条第４項ただし書及び第３９条第１号中「厚生労働省令」を「国土交通省 

 令」に改める。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第３７号 

 那須塩原市産業団地造成事業特別会計条例の廃止について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市産業団地造成事業特別会計条例を廃止する条例 

 那須塩原市産業団地造成事業特別会計条例（平成３０年那須塩原市条例第４号） 

 は、廃止する。 

 　　附　則 

 （施行期日） 

 １　この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 　（経過措置） 

 ２　那須塩原市産業団地造成事業特別会計に係る令和５年度の歳入及び歳出並びに 

 　決算については、なお従前の例による。 
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 議案　第３８号 

 那須塩原市箒川沿岸運動広場条例の廃止について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市箒川沿岸運動広場条例を廃止する条例 

 那須塩原市箒川沿岸運動広場条例（平成１７年那須塩原市条例第１６２号）は、 

 廃止する。 

 附　則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 議案　第３９号 

 那須塩原市塩原温泉華の湯条例の廃止について 

 上記議案を提出する。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 那須塩原市塩原温泉華の湯条例を廃止する条例 

 那須塩原市塩原温泉華の湯条例（平成１７年那須塩原市条例第１７９号）は、廃 

 止する。 

 附　則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 議案　第４０号 

 契約の締結について 

 次の契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１ 

 項第５号の規定により、議会の議決を求める。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 １　契約の目的　　　市道新幹線側道西３号線等の整備に伴う工事の施行に関する 

 協定 

 ２　契約の方法　　　随意契約 

 ３　契約金額　　　　５２８，３３２，０００円　　　　　　　　 

 ４　契約の相手方　　東京都品川区西五反田３丁目５番８号 

 　　　　　　　　　　東日本旅客鉄道株式会社 

 　　　　　　　　　　執行役員東京建設プロジェクトマネジメントオフィス所長 

 　　　　　　　　　　谷口　俊一 
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 議案　第４１号 

 財産の取得について 

 次の財産の取得について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１ 

 項第８号の規定により、議会の議決を求める。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 １　取得財産　　　　小学校等教師用指導書 

 ２　数量　　　　　　１，２７０冊 

 ３　契約の方法　　　随意契約 

 ４　取得価格　　　　３０，１９５，８８０円 

 ５　契約の相手方　　那須塩原市本町９番１４号 

 　　　　　　　　　　有限会社相馬商店 

 　　　　　　　　　　代表取締役　相馬　聰雄 
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 議案　第４２号 

 財産の取得について 

 次の財産の取得について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１ 

 項第８号の規定により、議会の議決を求める。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 １　取得財産　　　　小学校等教師用指導書 

 ２　数量　　　　　　９６３冊 

 ３　契約の方法　　　随意契約 

 ４　取得価格　　　　２２，２９２，１６０円 

 ５　契約の相手方　　那須塩原市永田町９番５号 

 　　　　　　　　　　有限会社旭書店 

 　　　　　　　　　　代表取締役　仙波　清輝 
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 議案　第４３号 

 第４期那須塩原市障害者計画・第７期那須塩原市障害福祉計画・第３期那須 

 塩原市障害児福祉計画について 

 第４期那須塩原市障害者計画・第７期那須塩原市障害福祉計画・第３期那須塩原 

 市障害児福祉計画を別冊のとおり定めることについて、那須塩原市議会基本条例 

 （平成２４年那須塩原市条例第１号）第１１条第２号の規定に基づき、議会の議決 

 を求める。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第４４号 

 第９期那須塩原市高齢者福祉計画について 

 第９期那須塩原市高齢者福祉計画を別冊のとおり定めることについて、那須塩原 

 市議会基本条例（平成２４年那須塩原市条例第１号）第１１条第２号の規定に基づ 

 き、議会の議決を求める。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第４５号 

 大田原市火葬場の使用に関する協定の締結について 

 次のとおり大田原市火葬場の使用に関する協定を締結したいので、那須塩原市議 

 会基本条例（平成２４年那須塩原市条例第１号）第１１条第３号の規定に基づき、 

 議会の議決を求める。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 １　協定の相手方　　大田原市 

 ２　協定内容　　　　別紙のとおり 
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 大田原市火葬場の使用に関する協定書 

 大田原市（以下「甲」という。）及び那須塩原市（以下「乙」という。）は、大 

 田原市火葬場（以下「火葬場」という。）を那須塩原市の住民が使用することに関 

 し、次のとおり協定を締結する。 

 　（使用の方法） 

 第１条　火葬場の使用の方法については、大田原市火葬場条例（昭和６０年大田原 

 市条例第３号）及び大田原市火葬場条例施行規則（平成２４年大田原市規則第１ 

 ０号）（以下これらを「条例等」という。）の定めるところによる。 

 　（負担金） 

 第２条　乙は、火葬場の運営費用の一部を負担金として甲に支払うものとする。 

 ２　前項の負担金の種別は、経常経費負担金及び施設負担金とする。 

 　（経常経費負担金） 

 第３条　経常経費負担金は、火葬場の運営管理に要する経常的な経費をいい、甲及 

 び乙が次のとおり負担するものとする。 

 ⑴　均等割額　それぞれ経常経費負担金の総額の５パーセントの額 

 ⑵　使用実績割額　経常経費負担金の総額の９０パーセントに当該年度の甲及び 

 　　乙の住民の使用実績の割合を乗じて得た額 

 （施設負担金） 

 第４条　施設負担金は、火葬場の施設整備及び大規模な修繕工事に要する臨時的な 

 経費をいい、負担における割合、納入及び精算方法は、その都度甲乙協議の上定 

 めるものとする。 

 （経費の見積り） 

 第５条　甲は、第２条の負担金の算定基礎となった翌年度分の経費見積りに関する 

 書類を、毎年度１０月末日までに乙に送付し、その意見を聴くものとする。 

 （経常経費負担金の納入及び精算） 

 第６条　乙は、経常経費負担金を甲の指定する期日までに甲に納入しなければなら 

 ない。 

 ２　年度末において当該年度の使用実績及び歳入歳出が確定し、当該年度の経常経 

 費負担金の額に過不足が生じたときは、甲乙それぞれ翌々年度の経常経費負担金 
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 の額の算定において過不足額の調整をするものとする。 

 （条例等改正の場合の措置） 

 第７条　甲は、火葬場の使用について適用される条例等の全部又は一部を改正しよ 

 うとするときは、あらかじめ乙にその意見を聴くものとし、当該条例等を改正し 

 たときは、直ちに乙にその旨を通知するものとする。 

 （疑義等の決定） 

 第８条　この協定に定めのない事項及びこの協定の履行に関し疑義が生じたとき　 

 は、甲乙協議の上これを定めるものとする。 

 （旧協定の解除） 

 第９条　甲乙間において平成２３年７月７日付けで締結した大田原市火葬場の利用 

 に関する協定書は、本協定の締結をもって合意解除する。 

 以上のとおり協定を締結した証として、この協定書２通を作成し、甲乙記名押印 

 の上、各自１通を保有する。 

 　令和６年３月　　日 

 　　　　　　　　　　　　　　　甲　大田原市本町一丁目４番１号 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　大田原市 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　大田原市長　　相　馬　憲　一 

 　　　　　　　　　　　　　　　乙　那須塩原市共墾社１０８番地２ 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　那須塩原市 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 議案　第４６号 

 大沼地域における自然再生推進に関する協定の締結について 

 次のとおり大沼地域における自然再生推進に関する協定を締結したいので、那須 

 塩原市議会基本条例（平成２４年那須塩原市条例第１号）第１１条第３号の規定に 

 基づき、議会の議決を求める。 

 令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 １　協定の相手方　　塩那森林管理署 

 ２　協定内容　　　　別紙のとおり 
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大沼地域における自然再生推進に関する協定書 
 

（目的） 

第１条 塩那森林管理署（以下「署」という。）と那須塩原市（以下「市」という。）

とは、お互いに連携・協力し、大沼等の湿地及びその周辺（以下「大沼地域」と

いう。）における自然再生を推進するものとする。 

 

（対象区域） 

第２条 本協定の対象区域は、署が所管する国有林のうち、別紙図面に示された  

１５３．３０ｈａとする。 

 

（協議会の設置） 

第３条 署、市及び関係団体で構成する協議会を置くものとする。 
２ 協議会は、大沼地域における自然再生について協議、報告を行うものとする。 

 

（協定の期間） 

第４条 本協定の期間は、令和８年３月３１日までとする。なお、本協定を更新する

場合は、５年間を基本とする。 

   

（その他） 
第５条 この協定に定めのない事項については、その都度協議するものとする。 

 

 協定締結を証するため、協定書２通を作成し、両者記名押印の上、各自１通を保有

する。 
令和 年 月 日 

 

塩那森林管理署長  里 見 昌 記 

 

那須塩原市長    渡 辺  美知太郎 
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所 在　　栃木県那須塩原市塩原字西山国有林３９８林班か１小班外

面 積　　１５３．３０ ha

大沼地域における自然再生推進に関する協定対象区域図

凡　　　例

協定対象区域
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 報告　第１号 

 　　　専決処分の報告について 

 　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと 

 おり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 　　令和６年　２月２２日提出 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 
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 専決処分　第１号 

 専　決　処　分　書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のと 

 おり専決処分する。 

 令和６年　１月３１日 

 那須塩原市長　渡辺　美知太郎 

 契約の変更について 

 令和５年６月那須塩原市議会定例会議において議会の議決を得て締結した箒根学 

 園体育館改築工事契約について、契約金額を次のとおり変更する。 

 契約金額　　変更前　５７６，１８０，０００円 

 　　　　　　変更後　５７０，０８６，０００円 
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